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１
．法
律
の
概
要

■
事
業
分
野
の
特
性
に
応
じ
た
支
援
と

　
中
小
企
業
・小
規
模
事
業
者
等
に
よ
る

　
経
営
力
向
上
に
か
か
る
取
り
組
み
支
援

　

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
等
は
、
事
業
の

所
管
大
臣
が
事
業
分
野
ご
と
に
策
定
す
る
「
事

業
分
野
別
指
針
」
に
基
づ
き
、
顧
客
デ
ー
タ
の

分
析
を
通
じ
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し
、

Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
財
務
管
理
の
高
度
化
、
人
材

育
成
等
に
よ
り
経
営
力
を
向
上
し
て
実
施
す
る

事
業
計
画
（「
経
営
力
向
上
計
画
」）
に
つ
い
て
、

国
の
認
定
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
認
定
事

業
者
は
、
税
制
や
金
融
支
援
等
の
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
．新
た
な
機
械
装
置
の
投
資
に
係
る

　

固
定
資
産
税
の
特
例

【
支
援
対
象
】

▼
中
小
企
業
者
が
経
営
力
向
上
計
画
に
基
づ

　
き
取
得
す
る
新
規
の
機
械
装
置　
（
新
品
）

※
中
小
企
業
者
：
個
人
事
業
主
、
資
本
金　

　
１
億
円
以
下
等
、
大
企
業
の
子
会
社
除
く

▼
生
産
性
を
高
め
る
機
械
装
置
（
新
品
）　

　
が
対
象

　
・
１
６
０
万
円
以
上
の
機
械
及
び
装
置

　
・
生
産
性
が
年
１
％
以
上
向
上
す
る
設
備

※
既
存
の
生
産
性
向
上
設
備
投
資
減
税
の
支

　
援
要
件
に
あ
る
最
新
モ
デ
ル
で
あ
る
必
要

　
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
特
例
】

▼
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
を
３
年
間

　
１
／
２
に
軽
減

▼
そ
の
他
政
策
金
融
機
関
の
低
利
融
資
や
民

　

間
金
融
機
関
の
融
資
に
対
す
る
信
用
保

　
証
、
債
務
保
証
等
の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま

　
す
。

３
．手
続
き
に
つ
い
て

Ｑ
１　
計
画
申
請
か
ら
認
定
ま
で
ど
の
く
ら
い

　
　
　
の
期
間
が
か
か
り
ま
す
か
？

Ａ
１　
標
準
処
理
期
間
は
30
日
か
ら
45
日
以
内

　
　
　
に
認
定
が
得
ら
れ
る
と
ご
理
解
く
だ
さ

　
　
　
い
。

Ｑ
２　
提
出
す
べ
き
書
類
は
何
で
す
か
？

Ａ
２　
①
申
請
書
（
原
本
）、②
申
請
書
（
写
し
）、

　
　
　

③
（
固
定
資
産
税
の
軽
減
措
置
を
受
け

　
　
　
る
場
合
）
工
業
会
等
に
よ
る
証
明
書
な

　
　
　
ど
で
す
。

Ｑ
３　
申
請
先
は
ど
こ
で
す
か
？

Ａ
３　
事
業
分
野
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、

　
　
　

中
小
企
業
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
経
営
力

　
　
　

向
上
計
画
策
定
・
活
用
の
手
引
き
」
を

　
　
　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

４
．よ
く
あ
る
質
問

Ｑ
１　
「
経
営
力
向
上
計
画
」
は
ど
ん
な
取
り
組

　
　
　
み
を
応
援
す
る
計
画
で
す
か
？

Ａ
１　
自
社
の
現
状
を
し
っ
か
り
と
分
析
し
た

　
　
　

上
で
、
設
備
投
資
や
顧
客
デ
ー
タ
の
分

　
　
　
析
を
通
じ
た
商
品
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し
、

　
　
　
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
管
理
会
計
の
導
入
、　

　
　
　
人
材
育
成
と
い
っ
た
自
社
の
「
経
営
力
」

　
　
　
の
向
上
を
通
し
て
、
自
社
の
指
標
を
向

　
　
　

上
さ
せ
よ
う
と
す
る
事
業
者
を
応
援
す

　
　
　
る
計
画
で
す
。

Ｑ
２　
計
画
認
定
を
受
け
る
と
ど
の
よ
う
な
メ

　
　
　
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
２　
認
定
計
画
中
に
記
載
さ
れ
た
一
定
要
件

　
　
　
を
満
た
す
機
械
お
よ
び
装
置
は
３
年
間
、

　
　
　
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
が
半
額
に

　
　
　
な
り
ま
す
。

　
　
　
ま
た
、
中
小
企
業
信
用
保
険
の
保
証
枠

　
　
　
の
拡
大
や
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の

　
　
　

債
務
保
証
な
ど
、
多
額
の
資
金
調
達
を

　
　
　

行
う
場
合
の
金
融
支
援
が
受
け
ら
れ
る

　
　
　
よ
う
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
３　
固
定
資
産
税
の
軽
減
措
置
は
ど
の
よ
う

　
　
　
に
す
れ
ば
受
け
ら
れ
ま
す
か
？

Ａ
３　
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
次
の
通
り
で
す
。

１
．
工
業
会
等
に
よ
る
証
明
書
を
設
備
メ
ー

カ
ー
を
通
し
て
入
手
す
る
。

２
．
事
業
の
所
管
大
臣
に
当
該
設
備
の
取
得
を

含
む
「
経
営
力
向
上
計
画
」
を
提
出
し
、

認
定
を
受
け
る
。

３
．
そ
の
際
、
工
業
会
等
に
よ
る
証
明
書
を
必

ず
添
付
す
る
。

４
．
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
取
得
し
た
設
備
に

係
る
固
定
資
産
税
が
固
定
資
産
台
帳
に
載

る
こ
と
と
な
る
た
め
、
１
月
末
頃
の
申
告

ま
で
に
取
得
し
た
工
業
会
等
に
よ
る
証
明

書
の
写
し
と
認
定
書
の
写
し
、
申
請
書
の

写
し
を
そ
れ
ぞ
れ
用
意
し
、
市
町
村
等
に

提
出
す
る
。

　

計
画
策
定
・
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
仙
台
商

工
会
議
所
等
の
経
営
革
新
等
支
援
機
関
か
ら
サ

ポ
ー
ト
が
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

誌上相談室 Q＆A　人口減少・少子高齢化の進展や国際競争
の激化、人手不足など、中小企業を取り巻
く事業環境は厳しさを増しており、足下で
は生産性が低迷し、人材確保や事業の持続
的発展に懸念が存在します。
　こうした中で、中小企業・小規模事業者
等が労働の供給制約等を克服し、海外展開
等も含め、将来の成長を果たすべく、生産
性の向上（経営力向上）を図ることが必要
になります。

生産性向上で稼ぐ力を強化する！

中小企業等経営強化法

【テーマ】

米
田 

正
美 

氏

【
回
答
】

当
所
窓
口
専
門
家

エ
キ
ス
パ
ー
ト
バ
ン
ク
登
録
専
門
家

㈲
米
田
会
計
事
務
所
（
青
葉
区
錦
町
）

税
理
士
・

中
小
企
業
診
断
士


